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事 業 者 排 出 畳 削 減 計 画 書 《弱 腕 ・変 更)

京都ツサーチパーク株式会社
代表取締役  浅 井 邦 茂

075     -

京都市下京区中堂寺南町134

都府地球温暖化対策条例第18条第1項 (第18条第2項、第18条第3項)の 規定によ り提 出 します

特定事業者の

主たる業種

リサーテパー ク運営 (テナン トビル運営)

該当する事業
者要作

F 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当専業者 (大規模エネルギー使用事業君 (原油に換

算 して1,500キロツットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック

又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 て二酸化炭素に換笙 して30 0 0ト ン以上))

「

ド

計 画 期 間 平成 17 年 4 月 平成 20  をF 3 月

基 本 方 針 エネルギー試偏の堅偏、省エネルギーに繁がる効率的連騒を行 うことによリエネルギー消費を削減すると
共に空調設定温度の見直 し、省エネ機器採用推進などにより10%以 上のC02削減を目指す。

推 進 体 制 社長を筆頭に宮業技術部が地区全体のエネルギーの効率的運用と試偏真新計回の推7_Eを図 り、宮実郡がテ
ナン ト顧客に対 して省エネルギーの推進を啓蒙することで地区全体のC02削減を図つていく。

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

年 度 備、対象、工程等 計 画 内 容

17～19 駐車場 駐車場内におけるアイ ドリングス トップの推進

17～13 東西地区電力 東西の電力統合を行いヨージェネシステムの動車的運用を図る。

17～19 照明設備 省エネルギー資様を髄時普入し、消費電力の肖」滅を図る。

17～ 19 空調設定温度 テナント室内を除く可能な部分でお房28℃、ほ房20セ没定として空醒エネルギー量肖U滅を図る。

18～21 東地区熱源設備 商効率'・れ力
・
ン発電機と排熱投入型ポメ吸収式冷温水母の導入で東地区1次エネルギー■6C/D目J済。

温室効果ガス
の排出量等 りF出区分

基準年度 (実績 ,

(17)年 度
(二酸化炭素換算 〈t))

日棟年度 く計 回'

(19)年 度
(二閉と炭素換算 〈t))

暉調
ｍA事 業所等排出区分 6,197 t 6,087 t - 1 . 8 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排 出区分 t t
e/e

排出合計 Ⅲ1                6,197 t ■2             6,087 t - 1 8 9 / s

その他の地球
温暖化対策に
よる温量効果
ガみの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

取組量等 (二酸化炭乗換算 くt

森林の保全及び整備 〈整備面積) 〈吸収遠) t

府内産の本材 の利用 〈利用ヨ) n' 〈削減な) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

(売電曇) kwh (肖J滅基) t

(熱供給逮) く百!減畳) t

グ リーン電力の購入 (購入曇) kwh (削壊量) t

削減量等合計 t

差 5 1りF出量

(排出合軒―削減尊合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

Ⅲ1               6 197 t rt2)●3)          6,087 t -118%

特 記 事 項 平成17年度共用部(自家使用含む)床面積 :47,534m2 炭素原単位は0130t/m2。平成18年度に新棟 1棟建
設に伴い、平成19年度は共用部床面積 :50398m2となるが、 炭 素原単位 :0121t/m2となり原単位は
69%削 減となる。さらに平成21年には東地区、24年には西地区の熱源機更新を計画、これにより大幅に
C02排 出量を削減予定

運  給  先 担  当   部   署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

注 1該 当する0に は、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参7Jnされる事業者の方は、レ印の記入は不要です。

2「 基準年度Jと はll画期間の前年度を、 「F標年度Jと はEl画期間の最於年度をいいます。

3「 事業所等排出区分Jと は、京都府内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に作い発生する温皇効果/ス を、 「輸送車両排出区分J
とは、自動車運送事業者については使用の本拠の位置を京都府内とする車両の排出する温室効果″スを、鉄道事業者については保有する貨物草
両又は旅客車両の排出する温室効果ガスを 「その他排出区分Jと は、上記以外の京都府内における事業P/等の事業活動にやい発生する温室効
果ガスをいいます。

4「 特記事項」には、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出畳の対比やエネルギー原単位CO劾 出出、省エネ製品開発など他者の温宮
効果″ス排出削減への貢献、グ,―ン調達の採用、特定フロンなどの条例指定外の温望効果ノスの削滅などを記入してください。


